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令和８年度
三重県社会福祉法人

運営研修会



〇この動画の目的等
・この動画は、社会福祉法人の運営を支援するた
め、三重県内の社会福祉法人の所轄庁である三重
県及び各市で内容を協議し、作成したものです。

・動画の内容は、令和８年３月末時点で厚生労働
省等から示されている内容を基に作成したもので
あり、今後見直される可能性がありますので、ご
了承ください。

・動画の内容について、ご不明な点等がございま
したら、貴法人の所轄庁までご連絡ください。
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〇本日の内容
１ 令和８年度社会福祉法人運営に関する留意事項
  (１)厚生労働省から示されている情報
(２)財務諸表等電子開示システムの運用

２ 令和８年度社会福祉法人等指導監査
(１)社会福祉法人等指導監査の方針
(２)社会福祉法人指導監査における指摘事項
(３)社会福祉施設指導監査における指摘事項

３ その他
(１)社会福祉法人認可申請ハンドブック
(２)カスタマーハラスメント対策等
(３)育児・介護休業法等の改正

（(2)(3)は厚生労働省三重労働局講義)
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１(１) 厚生労働省から示
されている情報について
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１-(１)厚生労働省から示されている情報について

・厚生労働省から示された令和８年度に向けた社会福祉法
人運営に関する留意事項は以下のとおりです。

ア 社会福祉連携推進法人制度について
イ 「社会福祉法人の財務諸表等電子システム」について
ウ 「地域における公益的な取組」の積極的な実施について

（厚生労働省ホームページ(URL)：
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html
に詳細資料が掲載されています。）

5

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html


１-(１)-ア 社会福祉連携推進法人制度について

社会福祉連携推進法人制度の趣旨等
・令和4年4月から施行。令和8年2月末現在で34法人が設立。
・福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢。
・同じ目的意識を持つ法人が、個々の自主性を保ちながら
連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能。

・スケールメリットの導入による経営コストの縮減、法人間
のサービス手法・人材育成等のノウハウの共有、地域に不
足するサービス資源の創出など、地域ニーズの変化に対応
していくための様々な効果が期待できます。

⇒設立を検討する場合は、各認定所轄庁にご相談の上、
設立準備を行っていただくようお願いいたします。

（社会福祉連携推進法人に関する情報(厚生労働省ホームページ)
URL： https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html ）
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１-(１)-イ 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に
ついて

・「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」は、社会福
祉法人の運営の透明性の確保や国民に対する説明責任を果たす
ことが求められていることから、平成28年改正法に基づき、独
立行政法人福祉医療機構において、運用が行われています。
・このシステムは、現況報告書等の公表のほか、分析に係る機
能も備えています。令和7年10月より、社会福祉法人に対して、
自法人に関する分析用スコアカード（財務諸表等から収益性、
安定性、持続性、合理性、効率性、経営自立性の観点から指標
化）の提供が開始されていますので、自らの経営状況に対する
認識を深め、課題の早期発見・早期対応につなげていくために
も、積極的な活用をお願いします。
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１-(１)-ウ 「地域における公益的な取組」の積極的な実施に
ついて

・社会福祉法第24条第２項の規定により、全ての法人は「日常
生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は
低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなけ
ればならない」とされており、その具体的な運用については、
「社会福祉法人による『地域における公益的な取組』の推進に
ついて」（平成30年1月23日社援基発0123第1号厚生労働省社
会・援護局福祉基盤課長通知）により示されています。
この「地域における公益的な取組」については、実践されて

いるにも関わらず、現況報告書に記載されていないケースも散
見されることから、「地域における公益的な取組」を実践して
いる法人については、現況報告書への記載をお願いします。

8



１-(１)-ウ 「地域における公益的な取組」の積極的な実施につ
いて

○取組事例等（参考）

・社会福祉法人の生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」好
事例集 （厚生労働省）
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13289.html

・地域での計画的な包括支援体制づくりに関する調査研究事業「地域にお
ける公益的な取組に関する委員会」報告書 （全国社会福祉協議会）
URL:https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/research/20190329_chiiki.
html

・「社会福祉法人等の取組事例集」（三重県）
URL: https://www.pref.mie.lg.jp/KANSA/HP/000184863_00001.htm
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１(２) 財務諸表等電子開示
システムの運用について
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１-(２)財務諸表等電子開示システムの運用について

ア 令和８年度のスケジュール
・例年同様、以下のとおり、財務諸表等電子開示システムにより、現況報告書
及び計算書類等を提出してください。

日程 内 容

4月1日 財務諸表等電子開示システム入力シートダウンロード開始

4月～6月 入力シート、届出内容の入力・保存・届出
※監事監査及び決算理事会前に仮入力して、エラーがでないか事前チェックするこ
とをお勧めします。
※令和元年度以降、社会福祉法第59条に基づく所轄庁への届出書類（計算書類、注
記、附属明細書、事業報告書、監査報告書*1、財産目録、役員等名簿、役員等報酬
等支給基準、現況報告書等）は全て財務諸表等電子開示システム上での提出*2とな
りました。
*1 財務会計に関する支援業務実施報告書を含む。
*2 郵送による書類提出は不要。

6月末 各所轄庁への提出期限
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１-(２)財務諸表等電子開示システムの運用について

イ 現況報告書記載要領について
・例年、財務諸表等電子開示システムで入力していた
だく現況報告書を確認する中で、不適切な法人運営や
記入誤り等が散見されるため、記入のポイント等につ
いて解説します。
・現況報告書の様式及び記載要領
（https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/0010307
86.pdf）とあわせてご確認ください。
・今年度提出いただく現況報告書は、「令和８年４月
１日時点」の内容であることに注意してください。
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

①法人基本情報に関するポイント
・主たる事務所の住所、従たる事務所の住所
(※定款上の所在地を記載。変更はないか。)

・法人のホームページアドレス、メールアド
レス
(※変更はないか。)
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

②評議員の状況に関するポイント
・評議員の現員（※欠員はないか。）
・評議員の任期（※就任年月日～令和〇会計年度
に関する定時評議員会の終結時の年月、例：
R7.6.○～R11.6）
・評議員全員の報酬等の総額（前会計年度実績）
（※報酬支給基準とあっているか。）
・前会計年度における評議員会への出席回数
（※出席回数が少ない場合は監査上の指摘事項に
なる可能性有）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

③理事の状況に関するポイント
・理事の現員（※欠員はないか。）
・理事の任期（※就任年月日～令和〇会計年度に関する
定時評議員会の終結時の年月）
・理事全員の報酬等の総額（前会計年度実績）（※報酬
支給基準とあっているか。職員給与を受けている理事が
１人の場合は「特例『有』」として給与額を除いた額を
記入可（２人以上の場合は給与額を含めた総額を記
入））
・前会計年度における理事会への出席回数（※出席回数
が少ない場合は監査上の指摘事項になる可能性有）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領につい
て

④監事の状況に関するポイント
・監事の現員（※欠員はないか。）
・監事の任期（※就任年月日～令和〇会計年度に関する
定時評議員会の終結時の年月）
・監事全員の報酬等の総額（前会計年度実績）（※報酬
支給基準とあっているか。）
・前会計年度における理事会に出席した回数（※出席回
数が少ない場合は監査上の指摘事項になる可能性有）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑤会計監査人の状況に関するポイント
・会計監査人の氏名（※会計監査人を設置するとし
て定款に定めていないにも関わらず、会計監査人の
氏名（又は監事や顧問会計士等の氏名）を入力して
いないか。）

⑥職員の状況に関するポイント
・法人本部職員及び施設・事業所職員の人数（※実
数及び常勤換算数が正しく記入されているか。）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑦評議員会の状況、⑧理事会の状況に関するポイ
ント
・評議員会・理事会の開催年月日、出席者数（※
理事会の決議を経て評議員会が開催されているか。
所定の回数開催されているか。開催及び決議に必
要な人数が出席しているか。）
・個人情報（氏名等）を含む決議事項があった場
合、そのまま掲載しないよう注意してください。
・開催を省略した回数（※決議省略の提案を行っ
た回数を再掲してください。）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑦評議員会の状況、⑧理事会の状況に関するポイント

（参考）理事会決議を省略する場合の手続きについて
ⅰ議題の提案（定款の定めがある場合のみ可）
・理事の１名が他の理事及び監事に対し、決議の省略を行う議題に関する提案書を文書等で送付
ⅱ理事の同意・監事の確認
・提案を受けた理事等は、議題を確認のうえ、同意書（理事）又は確認書（監事）を文書等で提
出
ⅲ決議があったものとみなされる日
・全員分の同意書等を受領した時点で決議があったものとみなされる
ⅳ議事録の作成
・所定の事項（理事会の決議があったものとみなされた事項の内容、決議事項提案理事の氏名、
決議があったものとみなされた日、議事録を作成した理事氏名）を記載した議事録を作成

※評議員会についても概ね似たような流れになります。提案書や議事録の参考様式を、
三重県福祉監査課のホームページに掲載していますので、参考にしてください。
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑨監事監査の状況に関するポイント
・監事監査を実施した監事の氏名、改善事項、改
善事項に対する対応
（※前会計年度に実施した監事監査の内容を記入
すること（別途、財務諸表等電子開示システムで
ご提出いただく現年度の監事監査報告書とは年度
が異なることに注意してください。））
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑩会計監査の状況に関するポイント
・会計監査報告における意見（※「14.ガバナ
ンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状
況」で「ア 公認会計士又は監査法人による、
社会福祉法に準じた会計監査」を選択した場
合も記入してください。）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑪事業等の概要に関するポイント
・事業の実施状況（※事業区分、拠点区分ごとに正確な
情報を入力してください。）

⑪-２地域における公益的な取組に関するポイント
・取組の内容等（※社会福祉法第24条第２項の規定によ
り、全ての法人に「日常生活又は社会生活上の支援を必
要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サー
ビスを積極的に提供する」よう努力義務が課せられてい
ます。実施している場合は必ず記入してください。）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑫社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定
の状況に関するポイント
・社会福祉充実残額の総額、社会福祉充実計画の
策定の状況
（※充実残額が生じる場合は、規模や使途を明ら
かにした「社会福祉充実計画」を策定し、６月30
日までに所轄庁あて承認申請をしてください。）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑬透明性の確保に向けた取組状況に関するポ
イント
・積極的な情報公表への取組、前会計年度の
報酬・補助金等の公費の状況、第三者評価の
受審施設等について（※積極的に第三者評価
の受審をしていただくようお願いします。）
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑭ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取
組状況に関するポイント
・会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状
況
（※単に税理士等から毎月の会計業務の支援を受けているだけ
ではなく、「会計監査及び専門家による支援等について」（平
成29年４月27日付社援基発0427第１号、厚生労働省社会・援護
局福祉基盤課長通知）に基づく支援を受け、所定の報告書の提
出を受けている場合に該当（報告書については、監事監査報告
書等と一緒に所轄庁あて提出してください））
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１-(２)-イ 現況報告書記載要領について

⑮退職手当制度の加入状況等に関するポイ
ント
・法人が加入している退職手当制度等を記
入（複数回答可）
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２—(１) 令和８年度社会福祉
法人等指導監査について
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２ 令和８年度社会福祉法人等指導監査につ
いて
(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針

・ここでは、三重県福祉監査課が実施する社会福祉
法人等指導監査についてご説明します。
・市所轄法人の「法人監査」については、各市から
の指導等に従って、ご対応ください。
・三重県が実施する監査では、外部の専門職（税理
士・社会保険労務士）との同行監査を進めます。
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２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針

ア 指導監査実施方針（重点項目）について
・法人運営関係
・施設整備関係
・施設等運営関係

…計算書類及び財産目録に計上している資産は実在しているか。
  …資産の運用は、資金運用規程等に基づき適切に行われているか。

・施設利用者等の処遇
  …給食については、施設利用者の特性に応じた内容となっているか。

・安全対策
…事業継続続計画（ＢＣＰ）を策定等しているか。
…計画の職員への周知、計画に基づいた訓練等を実施しているか。
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２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針

イ 指導監査実施要綱について
〇社会福祉法人等に対する指導監査等の種類

区分 周期 備考

社会福祉法人指導監査 原則として３年に１回 ・法人監査は国のガイドラインに
沿って実施。
・施設監査は条例で定める設置基
準（最低基準）について確認。
・原則として、指導監査の1か月
前に通知

社会福祉施設指導監査
老人福祉施設…原則として３年に１回
障害者支援施設等…原則として２年に１回
児童福祉施設…原則として毎年１回

※参考
介護保険法及び障害者
総合支援法に基づく
運営・実地指導

原則として６年又は３年に１回
（加えて、例年集団指導を実施）

・指定基準に定めるサービスの取
扱い、報酬の請求等について確認。
・原則として、指導監査の１か月
前に通知
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２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査
の方針

ウ 三重県の社会福祉施設指導監査における
取組について
・ＩＣＴ（オンライン）による手法の利用
…実地によらない監査について、Ｚｏｏｍに
よる聴き取りによる指導監査を一部実施予定
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２-(１)-２ その他
ア 介護保険法及び障害者総合支援法に基
づく集団指導及び運営指導について

・集団指導
…令和８年５月以降に動画を三重県ホームページに掲載
する予定です。

・運営指導
…該当事業者には、実施日の概ね１か月前までに
ご連絡します。

※実施にあたってはメールか郵送で随時お知らせいたします
が、三重県福祉監査課のホームページに、実施方針や要綱等
を掲載しておりますので、適宜ご確認ください。
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２—(２)社会福祉法人指導監査
における指摘事項について
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２—(２)社会福祉法人指導監査における指摘事
項について

・ここでは、三重県及び各市が実施した社会福
祉法人指導監査における指摘事項のうち、特に
お伝えしたい指摘事項の事例とその留意点をご
説明します。
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【法人運営に関して頻出する指摘事項】

①評議員会招集にあたり、日時、場所及び議案の概要等が理事会の
決議により定められていないため、是正すること。
②評議員会の招集通知について、開催日まで１週間（中７日間）が
空いていない事例が確認されたため、是正すること。

（根拠法令等：社会福祉法第45条の９第10項により準用される一般
法人法第181条、第182条、法第45条の29、規則第２条の12／「社会
福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平成29年４月27日付
け雇児発0427第７号・社援発0427第１号・老発0427第１号、厚生労
働省雇用均等・児童家庭局長等連名通知）別添「社会福祉法人指導
監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」（以下、「指導監
査ガイドライン」という。）のⅠ「法人運営」の３（２）１）
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＜留意事項＞

①評議員会の招集については、理事会の決議により以下の事項を定めなければ
ならない。
ア評議員会の日時及び場所
例：日時 〇年〇月〇日（〇）〇：〇～〇：〇、場所 〇〇法人本部

イ評議員会の目的である事項がある場合は当該事項
例：報告事項 〇年度事業報告、決議事項 〇年度計算書類等の承認の件…

ウ評議員会の目的である事項にかかる議案の概要
例：第１号議案 別添決算報告書のとおり

②評議員会の招集については、理事が評議員会の１週間（中７日間）又は定款
においてこれを下回るものとして定めた期間以上前までに評議員に書面又は電
子メール等により通知をする方法で行われなければならない。ただし、定時評
議員会の場合は計算書類等の備置き及び閲覧に係る規定との関連から、開催日
は理事会と２週間（中14日間）以上の間隔を確保すること。
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【法人運営に関して頻出する指摘事項】

③理事長（及び業務執行理事）は自己の職務の執行状況を
定期的に理事会において報告しなければならないが、必要
な回数の報告がされていないため、今後は適切に職務執行
状況報告を行うこと。

（根拠法令等：社会福祉法第45条の16第３項／「指導監査
ガイドライン」のⅠ「法人運営」の６（１）４）
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＜留意事項＞

③理事長及び業務執行理事は、理事会において、３か月に
１回以上職務の執行状況についての報告をする。また、こ
の報告は、実際に開催された理事会（決議の省略によらな
い理事会）において行わなければならない。なお、この報
告の回数は定款の相対的記載事項であり、毎会計年度に４
か月を超える間隔で２回以上とすることができる（法第45
条の16第３項）。
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【法人運営に関して頻出する指摘事項】

④登記しなければならない事項について期限までに登記が
なされていないため、期限内に登記すること。

（根拠法令等：社会福祉法第29条、組合等登記令／「指導
監査ガイドライン」のⅢ「管理」の４（４）３）
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＜留意事項＞

④登記事項の変更がある場合は、政令に定めるところ（注１、注
２）により、変更の登記をしなければならない（法第29条第１
項）。

（注１）政令に定める登記事項（組合等登記令第２条及び別表）
は次のとおり。ア目的及び業務、イ名称、ウ事務所の所在場所 、
エ代表権を有する者の氏名・住所及び資格、オ存続期間又は解散
の事由を定めたときは、その期間又は事由、カ資産の総額

（注２）変更登記の期限（組合等登記令第３条）
・資産の総額以外の登記事項の変更については、変更が生じたと
きから２週間以内、資産の総額については、毎事業年度の末日か
ら３月以内（毎年度６月末まで）
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【会計経理に関して頻出する指摘事項】

⑤法人が定めた経理規程に従い、会計処理を行うこと。

（根拠法令等：「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計
処理等に関する運用上の留意事項について」（平成28年３
月31日付け雇児発0331第７号・社援発0331第２号・障障発
第0331第２号・老発0331第４号、厚生労働省雇用均等・児
童家庭局総務課長等連名通知）（以下、「留意事項通知」
という。）１の（４） ／「指導監査ガイドライン」のⅢ
「管理」の３（２）１ ）
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＜留意事項＞
⑤経理規程は、法令等及び定款に定めるものの他、法人が会計処理を行う
ために必要な事項について定めるものであり、法人における会計面の業務
執行に関する基本的な取扱いを定めるものとして、法人の定款において、
経理規程を定める旨及びその策定に関する手続等について定めておくべき
ものである。
※実情と規程に乖離が生じている場合は、規程の見直しを図ること。規程
の見直しを行う際には、法令及び定款との整合性も取るよう留意すること。
（参考）
・「小規模社会福祉法人向け経理規程例」（厚生労働省令和元年度生活困
窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業「小規模社会福祉法人
を中心とした財務会計に関する事務処理体制支援等に関する調査研究事業
報告書」）
→法人の規模に合わせて適宜見直してください。

・「「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」の一部改正に
ついて」（令和８年３月17日付けこ成総第32号、こども家庭庁成育局総務
課長等連名通知） →随意契約の基準が変更されています。
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【会計経理に関して頻出する指摘事項】

⑥計算書類の注記について、注記すべき事項が正しく記載されてい
ないため、修正すること。

⑦計算書類の注記事項について、計算書類の金額と一致していない
ので、適正に記載すること。

（根拠法令等：社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）
（以下、「会計省令」という。）第29 条、「社会福祉法人会計基準の制
定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31
日付け雇児発0331第15号厚生労働証雇用均等・児童家庭局長等連名通
知）（以下、「運用上の取扱い通知」という。）20 から24 まで・別紙
１・別紙２、「留意事項通知」25 の（２）、26／「指導監査ガイドライ
ン」のⅢ「管理」の３（５）１）
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＜留意事項＞

⑥計算書類においては、その内容を補足するために、法人全体及び拠点区分ご
とに注記事項が定められている。なお、拠点区分が１つの法人は、法人全体と
同一の内容となるため、拠点区分に関する注記は省略できることとされている。
また、注記事項に該当がない場合には、事項によって、記載自体を省略できる
ものと、「該当なし」と記載するものがあるため、留意する必要がある。

⑦注記事項のうち下記については、計算書類における金額の補足であるため、
計算書類の金額と一致していなければならない。
ア 基本財産の増減の内容及び金額（注記事項の６）
イ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金
 の取崩し（注記事項の７）

ウ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（注記事項の９）
エ 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（注記事項の10）
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【会計経理に関して頻出する指摘事項】

⑧固定資産管理責任者は、毎会計年度末現在における実地
棚卸を行ったうえで、固定資産管理台帳と照合し、その結
果を（統括会計責任者及び）理事長に報告すること。
（根拠法令等：会計省令第２条第１号・第４条第２号／ 
「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の３（３）３）
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＜留意事項＞

⑧取得した有形固定資産及び無形固定資産は、減価償却計
算や国庫補助金等特別積立金の計算を行う必要があるため、
会計処理を行うだけでなく、固定資産管理台帳へ登録を行
う。年度末において、固定資産管理台帳に記載されている
各資産が実際に存在すること、使用されていること等につ
いて棚卸を行い、会計帳簿に結果を反映させること。
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【会計経理に関して頻出する指摘事項】

⑨作成が必要な附属明細書が作成されていないため、適正
に作成・記載すること。
⑩計算書類と附属明細書の不整合等により正確な記載が行
われていないことから、計算書類に一致するよう、適正に
作成・記載すること。

（根拠法令等：会計省令第30条、「運用上の取扱い通知」
25、別紙３（①）から別紙３（⑲）まで／ 「指導監査ガ
イドライン」のⅢ「管理」の３（５）２）
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＜留意事項＞

⑨法人が作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細
書の様式は、「運用上の取扱い通知」において定められて
いる（別紙３（①）から別紙３（⑲）まで）。ただし、該
当する事由がない場合は、当該附属明細書の作成は省略可
能である。
⑩附属明細書は計算書類の内容を補足する重要な事項を表
示するものであり、計算書類における金額と一致していな
ければならない。
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２(３)社会福祉施設指導監査
における指摘事項について
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２(３)社会福祉施設指導監査における指摘事項
について
・ここでは、三重県が実施した社会福祉施設指
導監査（児童福祉施設、老人福祉施設、障害者
支援施設等）における指摘事項のうち、特にお
伝えしたい指摘事項の事例とその留意点をご説
明します。
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２(３)社会福祉施設指導監査における指摘事項について

①「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律」の改正にあわせ、貴法人の「育児・
介護休業等に関する規則」を改訂すること。
②年次有給休暇が10日以上付与される職員（使用者を除
く）については年５日以上の取得が義務づけられているた
め、計画的に年次有給休暇を取得させるよう努めること。
③労働者の労働条件について、必要事項を書面等により交
付し、明示すること。
④就業規則等各種規則について、労基法に定める事項を変
更した場合、労働基準監督署に届け出ること。
⑤消火訓練及び避難訓練を実施するときの消防機関への事
前通報を年２回以上行うこと。

51



①「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律」（育児・介護休業法）の改正にあわ
せ、貴法人の育児・介護休業等に関する規則（規程）を改
訂すること。

○令和３年６月に育児・介護休業法が改正
【令和４年４月１日施行】
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 等
【令和４年10月１日施行】
・育児休業の分割取得
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期に
おける柔軟な育児休業の枠組み（産後パパ育休（出生時育
児休業））の創設
⇒育児・介護休業等について規定する貴法人の規則（規
程）においても改訂する必要があります。 52



①「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律」（育児・介護休業法）の改正にあわ
せ、貴法人の育児・介護休業等に関する規則（規程）を改
訂すること。

○令和６年５月に育児・介護休業法が改正
【令和７年４月１日施行】（一部抜粋）
・子の看護休暇の範囲と取得事由の拡大、及び除外規定の
一部廃止。
・所定外労働の制限における請求対象者の拡大。
・介護休暇における除外規定の一部廃止
【令和７年10月１日施行】（一部抜粋）
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置。
⇒育児・介護休業等について規定する貴法人の規則（規
程）においても改訂する必要があります。 53



⇒厚生労働省のホームページに掲載していますので、育児・介護休
業等について規定する貴法人の規則（規程）において、改訂する際、
参考にしてください。
育児・介護休業法に関するお問い合わせは、三重労働局雇用環

境・均等室へ

育児・介護休業法について（厚生労働省ホームページ）
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130
583.html

育児・介護休業等に関する規則の規定例（同上）
URL: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.h
tml
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②年次有給休暇が10日以上付与される職員については年５
日以上の取得が義務づけられているため、計画的に年次有
給休暇を取得させるよう努めること。
（根拠法令等：労働基準法第39条第７項及び第８項）

○労働基準法の改正により、 2019年４月から、全ての施
設等において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労
働者（管理監督者を含む）に対して、年次有給休暇の日数
のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得さ
せることが義務付けられています。

⇒計画的に年次有給休暇を取得させるよう努めていただき
ますよう、お願いします。
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○参考
・「働き方・休み方改善ポータルサイト」内「年次有給休
暇取得促進特設サイト」
URL:https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
※福祉関係における取組・参考事例等も掲載されています。

・「年５日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解
説」（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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③労働者の労働条件について、必要事項を書面等により交
付し、明示すること。
（根拠法令等：労働基準法第15条第１項／同法施行規則第
５条第１項及び４項）

〇労働基準法施行規則第5条に記載する事項を労働条件通
知書や雇用契約書に記載し、労働者へ交付する形で明示す
る必要があります。また、短時間・有期労働者を雇い入れ
た際は、パートタイム・有期雇用労働法施行規則第2条に
記載する項目を上記事項に追加して明示し、交付する必要
があります。
⇒監査では、労働条件通知書に必要事項が正しく明示して
いるかどうかを確認しています。
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③労働者の労働条件について、必要事項を書面等により交
付し、明示すること。
（根拠法令等：労働基準法第15条第１項／同法施行規則第
５条第１項及び４項）

〇労働者の労働条件通知書等を確認すると、必要項目の記
載がないまま、当該書類を交付していることが見受けられ
ますので、以下のことを含め注意してください。
・令和６年度は無期転換申込機会や就業場所及び就業内容
の変更前と変更後の範囲などが、記載必要項目として追加
されています。
・無期雇用職員で労働条件が変更になった際は、当該内容
を追加した上で労働条件通知書を再交付してください。
〇厚生労働省がモデル通知書を作成しています。
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④就業規則等各種規則について、労基法に定める事項を変
更した場合、労働基準監督署に届け出ること（常時十人以
上の労働者を使用する場合）。
（根拠法令等：労働基準法第89条）

⇒就業規則や育児・介護休業規程などの改正を行った場合
で、労働基準監督署へ届出されていないケースが散見され
ます。
また、改正された場合は労働者に周知する必要があるこ

と、及び改正する際は労働組合又は労働者の意見を徴取す
る必要があり、意見の徴取は事業場単位（法人単位ではあ
りません）が原則となっていることについても注意してく
ださい。
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⑤消火訓練及び避難訓練を実施するときの消防機関への事
前通報を年２回以上行うこと。
（根拠法令等：消防法施行規則第３条第10項及び第11項）

○消防法施行規則第３条第10項において、養護老人ホーム、特
別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、救護
施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設、保育所、幼
保連携型認定こども園、児童養護施設、児童発達支援センター、
児童心理治療施設等の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を
年２回以上実施しなければならないとされています。
また、消防法施行規則第３条第11項において、第10項の消火訓
練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消
防機関に通報しなければならないとされています。
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⑤消火訓練及び避難訓練を実施するときの消防機関への事
前通報を年２回以上行うこと。
（根拠法令等：消防法施行規則第３条第10項及び第11項）

⇒前記施設については、消防法上年２回以上の消火訓練、
避難訓練を実施する必要があり、その場合は、消防機関に
あらかじめ通報する必要があります。
ただし、児童福祉施設については、「三重県児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例」により、少
なくとも毎月１回は、避難訓練及び消火訓練を行う必要が
ありますが、消防機関への事前の通報については、年２回
以上行ってください。

61



その他の指摘事項

• みなさんもご承知のとおり、高齢者施設、障害者施設、保育所
等での施設従事者等による利用者への虐待が報道されており、
施設における虐待防止に向けた取り組みが求められているとこ
ろです。

• 指導監査でも、虐待については、施設の種別に関係なく必ず確
認している項目であり、指摘となる事例が少なからずあります。

• 各施設に置かれましては、虐待防止のための体制整備（指針の
整備等）や、職員の意識向上（研修の実施等）に努めていただ
き、虐待防止に向けて取り組んでいただくようお願いします。
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３ その他
(１)社会福祉法人認可申請

ハンドブックについて
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３ その他
(１)社会福祉法人認可申請ハンドブックに

ついて
〇掲載内容
・社会福祉法人とは、社会福祉法人の機関、社会福祉
法人の資産、社会福祉法人認可申請手続き、設立認可
後に必要な手続き、定款変更認可申請手続き、基本財
産処分手続き、合併手続き、社会福祉法人現況報告等

→事業の開始等に係る定款変更や基本財産処分につい
ては、必ず予め所轄庁に協議したうえで、所定の手続
きを行ってください。（事後的な申請は厳禁）
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３ その他
(１)社会福祉法人認可申請ハンドブックに

ついて
〇令和８年度ハンドブック改訂内容

・関連資料について、改訂されている資料の更新を行いま
した。
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三重労働局雇用環境・均等室
   令和8年5月

労働施策総合推進法等の一部を改正する法律
（カスタマーハラスメント対策の強化）について

カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう



カスタマーハラスメント対策の強化について

令和8年10月1日から

カスタマーハラスメント対策が義務化されます

事業主の皆さまは

改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を

進めてください
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
職場におけるカスタマーハラスメントの定義

職場におけるカスタマーハラスメントとは

68

以下、
「顧客等」といいます。



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
職場におけるカスタマーハラスメントの定義
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメントの判断基準
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメントの判断基準

71



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み

74

対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置

⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ

定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を

整備する

併せて講ずべき措置

⑨相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

労働者に周知する。

⑩相談したこと等を理由として不利益な取り扱いを行っては

ならない旨を定め、労働者に周知する。

カスタマーハラスメント対策ポスター
スライド14番に掲載のQRコード

「あかるい職場応援団」サイトからダウンロードできます



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策（努力義務）
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他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力

○ 事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主（その者が法人である場合にあっては、

その役員）による他の事業主の雇用する労働者に対する職場におけるカスタマーハラスメントに関し、

他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を

求められた場合には、次の措置を講ずるよう努めなければならない。

① 事業主は、他の事業主からの協力の求めに応ずるように努めなければならない。

       また、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由として、当該

 事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは 望ましくないもの

である。

② 事業主は、他の事業主からの協力の求めに応じて、労働者へ事実関係の確認等を行うに当たっては、

 これに協力した労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを行わない旨を定め、 労働者に周知・

啓発することが望ましい。

 事実関係の確認により、職場におけるカスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合において

は、事業主は、就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における規定等に基づき、

 行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましい。



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策（望ましい取組）
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事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策（望ましい取組）
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自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し
行うことが望ましい取組の内容



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメントに発展させないために
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマー・ハラスメントに発展させないために
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策に取り組むことによるメリット
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう
カスタマーハラスメント対策に取り組むことによるメリット
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ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう



ご清聴ありがとうございました。
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三重労働局雇用環境・均等室

〒514-8524 津市島崎町327‐2津第二地方合同庁舎

電話：059‐226-2318

カスタマーハラスメント防止対策
に関するご相談は

三重労働局雇用環境・均等室 へ



三重労働局

雇用環境・均等室

育児・介護休業法等の改正について

～共働き・共育ての推進等～



• １．育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の

改正の概要

• ２．改正の内容

• ３．関連資料、企業への支援
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１．育児・介護休業法、
次世代育成支援対策推進法の
改正の概要
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び
次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要（令和６年法律第42号、令和６年５月31日公布）

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の
拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と
介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。

令和７年４月１日（ただし、２③は公布日、１①及び⑤は公布の日から起算して１年６月以内において政令で定める日）

１．子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

① ３歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を
講じ（※）、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が２つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は３歳になるまでの子) を養育する労働者に
拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校３年生（現行は小学校就学前）まで拡大するとと

もに、勤続６月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ ３歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

２．育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】

① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超（現行1,000人超）の事業主に拡大する。
② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握･数値目標の設定を事業主に義務付ける。
③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限（現行は令和７年３月31日まで）を令和17年３月31日まで、10年間延長する。

３．介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。

② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備（労働者への研修等）を事業主に義務付ける。

③ 介護休暇について、勤続６月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。 等

施行期日

改正の概要

改正の趣旨

このほか、平成24年の他法の改正に伴い整備する必要があった地方公営企業法第39条第６項について規定の修正等を行う。
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施行期日 改正内容

公布日
（令和６年５月31日）

○ 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長

令和７年４月１日

○ 子の看護休暇の見直し（取得事由、対象となる子の範囲の拡大等）

○ 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大（３歳になるまでの子→小学校
就学前の子）

○ ３歳になるまでの子を養育する労働者に関するテレワークの努力義務

○ 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大（常時雇用する労働者数1,000
人超の事業主→300人超の事業主）

○ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状
況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け

○ 介護に直面した旨を申し出た労働者に対する両立支援制度等についての個
別の周知・意向確認の義務付け

○ 労働者への介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供の義務付け

○ 介護に関する雇用環境整備の義務付け

○ 介護休暇の労使協定の仕組みの見直し

○ 家族を介護する労働者に関するテレワークの努力義務

令和７年10月1日
（公布の日から起算して１年６月以

内において政令で定める日）

○ 「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設

○ 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前の個別の意向聴取・配慮

改正法の今後の施行スケジュール
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２．改正の内容

89

（１）子の年齢に応じた柔軟な働き方を
実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】



（１）① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

：現行の努力義務：見直し：現行の権利・措置義務

※始業時刻の変更等：フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

育児休業、又はそれに準ずる措置

出生 １歳 ３歳 就学２歳

育児休業

短時間勤務制度

○1日６時間とする措置。
（※）様々なニーズに対応するため、 1日６時間

を必置とした上で、他の勤務時間も併せて設
定することを促す。（指針）

○労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従
事する労働者を適用除外とする場合の代替措置

・育児休業に関する制度に準じる措置
・始業時刻の変更等（※）

所定外労働の制限（残業免除）

時間外労働の制限（残業制限）（24時間/月、150時間/年を超える時間外労働を禁止）、深夜業の制限

柔軟な働き方を実現するための措置

○事業主は、

・始業時刻等の変更

・テレワーク等(10日/月)

・保育施設の設置運営等

・新たな休暇の付与(10日/年)

・短時間勤務制度

の中から２以上の制度を選択して措置する義務。

労働者はその中から１つ選べる。

※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可
※措置の際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける
※３歳になるまでの適切な時期に面談等
※心身の健康に配慮(テレワークでの労働時間の適切な把握等)（指針）

所定外労働の制限（残業免除）の延長

子の看護休暇
就学以降に延長

（小学校３年生まで）

取得事由の拡大（感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式及び卒園式を追加）、

「子の看護等休暇」に名称変更、勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止

フルタイムでの

柔軟な働き方

育児目的休暇 育児目的休暇

改正の趣旨

◼ 子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていくこと（女性・正社員）
などから、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにしていく必要がある。

見直し内容

テレワークを追加

出生時育児休業

（産後パパ育休）

始業時刻の変更等（※）

テレワーク（努力義務）
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91

事業主は、３歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した
上で、次の中から２以上の制度を選択して措置する必要があります。

事業主が措置を選択する際、過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

● 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

【選択して講ずるべき措置（両立支援制度等）】

① 始業時刻等の変更

② テレワーク等(10日/月)

③ 保育施設の設置運営等

④ 新たな休暇の付与(10日/年)

⑤ 短時間勤務制度

フルタイムでの柔軟な働き方

※②テレワーク等と④新たな休暇は、原則時間単位で取得可とする必要があります。

（各選択肢の詳細）

①「始業時刻等の変更」としては、次のいずれかの措置があります。

・フレックスタイムの制度 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度（時差出勤の制度）

②テレワーク等の措置は、一日の所定労働時間を変更することなく、月あたり10日以上の日数を利用可能すること

が必要です。

③「保育施設の設置運営等」としては、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与（ベビーシッターの手

配及び費用負担など）があります。

④新たな休暇の付与は、一日の所定労働時間を変更することなく、年あたり10日以上の日数を取得可能とすること

が必要です。

⑤短時間勤務制度は、１日の所定労働時間を原則６時間とする措置を含む必要があります。

柔軟な働き方を実現するための措置（その１）

義務

○ 労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用することができます。

この際、１日の所定労働時間を５時間または７時間とする措置、一週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を
固定する措置、週休３日とする措置等も併せて講ずることが望ましいです。

施行日：令和７年１０月１日
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３歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が３歳になるまでの適切な時期に、

事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度（対象措置）に

関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

● 事業主が選択した制度について、労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置

周 知 時 期

（ 対 象 労 働 者 ）
労働者の子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間
（１歳11か月に達した日の翌々日から２歳11か月に達する日の翌日まで）

周 知 事 項

① 対象措置の内容（両立支援制度等のうち２つ以上）

② 対象措置の申出先（例：人事部など）

③ 所定外労働（残業免除）・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

個 別 周 知 ・

意向確認の方法
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

柔軟な働き方を実現するための措置（その２）
施行日：令和７年１０月１日

留意
「意向確認」の措置とは、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよい
ものです。 ※ 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの措置を行えばよいことを意味しています。

○ 個別周知と意向確認は、対象措置の申出が円滑に行われるようにすることが目的であり、
 取得や利用を控えさせるような形（※）で行ってはいけません。

 ※  取得の申出をしないように威圧する、申し出た場合に不利益をほのめかす、取得の前例がないことをことさらに強調するなど

望ましい
家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認
すること等を目的として、上記の時期以外（育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象制度の利用期間中な

ど）にも定期的に面談を行うことが望ましい。

義務



（１）② 労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等の新設

個別の意向の聴取の時期

①、②の時期のほか、
・育児休業後に就業を開始する際
・労働者から申出があった際
等に、個別の意向を確認すること
が望ましい（指針）

定期的な面談

・妊娠・出産等の申出時
・「柔軟な働き方を実現するための措置」

に係る面談等
・育児休業からの復職時
・短時間勤務制度や「柔軟な働き方を

実現するための措置」の利用期間中
などの機を捉え、定期的な面談を行う
ことが望ましい（指針）

出生 ３歳 就学労働者からの妊娠・出産等の申出

育児休業制度の個別周知・意向確認

［時期］
本人又は配偶者が妊娠・出産等を申し出たとき

［個別周知と意向確認］
・事業主は、労働者に対して育児休業制度等の周

知と育児休業・産後パパ育休の取得意向を確認す
るために面談等の措置を講じなければならない

「柔軟な働き方を実現するための措置」の
個別周知・意向確認

［時期］
３歳になるまでの適切な時期

（加えて、最初の利用時以降にも定期的な面談等
を実施することが望ましい（指針））

［個別周知と意向確認］
・事業主は、労働者に対して制度等の周知と利用
の意向を確認するために面談等の措置を講じな
ければならない

個別の意向の聴取と配慮

［個別の意向の聴取］
・子や家庭の状況により、両立が困難となる場合

もあるため、労働者の離職を防ぐ観点から、意向
（勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間
の希望等）を確認しなければならない

［意向の配慮］
・意向を確認したあとは、自社の状況に応じ、事業

主はその意向に配慮をしなければならない。
例：配置、業務量の調整、両立支援制度の利用

期間等の見直し、労働条件の見直しなど

３歳になるまでの適切な時期

個別の意向の聴取と配慮

［個別の意向の聴取］
（同左）

［意向の配慮］
（同左）

① ②

：現行の措置義務

：見直し

さらに望ましい対応
・子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
・ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること 等（指針）

◼ 労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するためには、「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度等の周知とその利用の
意向を確認するとともに、子や各家庭の状況に応じた個別の意向に配慮する必要がある。

見直し内容

改正の趣旨
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仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務化

事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た時や、労働者の子が３歳になるまでの

適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の

意向を個別に聴取し、確認された意向について配慮しなければなりません。

● 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前の個別の意向聴取

対象労働者

（意向聴取の時期）

①本人又は配偶者が妊娠・出産等の申出をした労働者
②子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間（１歳11か月に達した日の
翌々日から２歳11か月に達する日の翌日まで）である労働者

聴 取 内 容

① 勤務時間帯（始業及び終業の時刻）

② 勤務地（就業の場所）

③ 両立支援制度等の利用期間

④ その他仕事と育児の両立の支障となる事情の改善に資する就業の条件

意向聴取の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

意向聴取

留意
意向の聴取は、子の年齢に応じて一律に講じられた措置のみでは、個々の労働者の子や家庭の事
情から仕事と育児の両立が困難になる場合があることから、当該労働者に対して、就業条件に関
する個別の意向を確認するために行うものです。

望ましい
上記のタイミングでの意向の確認のほか、育児休業後の復帰時や労働者から申出があった際等に
も、意向の聴取を行うことが望ましい。

義務

施行日：令和７年１０月１日
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・

● 聴取した労働者の意向についての配慮

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務化配慮義務

事業主は、意向の聴取をした労働者の就業条件を定めるに当たっては、前ページにより

聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて

配慮しなければなりません。

義務

望ましい

労働者がひとり親家庭の親である場合であって、労働者が希望するときは、
子の看護等休暇等の付与日数に配慮することが望ましい。

労働者の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって、労働者が希望するときは、
短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することが望ましい。

配慮の内容として、自社の状況に応じた以下のような取組例が考えられます。
【具体的な配慮の例】

・勤務時間帯・勤務地にかかる配置
・業務量の調整
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・労働条件の見直し 等

施行日：令和７年１０月１日



（１）③ 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大及びテレワークの努力義務化

改正前後の制度の概要

３歳に満たない子を養育する労働者は、

請求すれば所定外労働の制限（残業免除）

を受けることが可能

改正前

小学校就学前の子を養育する労働者が

請求可能に

令和７年４月１日～

改正後の制度の概要

●３歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、

事業主に努力義務化されます。

２．育児のためのテレワーク導入の努力義務化・短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

１．所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大

●短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワークが追加されます。

施行日：令和７年４月１日
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（１）④ 子の看護休暇の見直し

改正前後の制度の概要

【名称】

●「子の看護休暇」

【対象となる子の範囲】

●小学校就学の始期に達するまで

【取得事由】

●病気・けが

●予防接種・健康診断

【労使協定の締結により除外できる労働者】

(1)引き続き雇用された期間が６か月未満

(2)週の所定労働日数が２日以下

改正前

【名称】

●「子の看護等休暇」

【対象となる子の範囲】

●小学校３年生修了までに延長

【取得事由】（※詳細は省令）

●感染症に伴う学級閉鎖等

●入園(入学)式、卒園式  を追加

【労使協定の締結により除外できる労働者】

●(1) を撤廃し、(2)のみに

（週の所定労働日数が２日以下）

令和７年４月１日～

※ 取得可能日数は、現行日数（１年間に５日、子が２人以上の場合は10日）と変更ありません。

施行日：令和７年４月１日
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２．改正の内容

98

（２）育児休業の取得状況の公表義務の拡大や
次世代育成支援対策の推進・強化 
【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】



（２）育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

◼ 現在の少子化の進行等の状況や「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、次世代育成支援対策推進法を延長すると
ともにその実効性をより高め、男性の育児休業取得等をはじめとした仕事と育児の両立支援に関する事業主の取組を一層促す必要がある。

行動計画策定指針（第7条）国 地方公共団体行動計画の策定（任意）

①企業等（一般事業主）：行動計画の策定、認定制度

自主的な
行動計画の策定

都道府県労働局への届出・
事業主による公表、実施

計画終了・
目標達成

厚生労働大臣による
認定

基準を満たした場合

■PDCAサイクルの確立
育児休業取得状況や労働時間の状況を把握し、
改善すべき事情を分析した上で、分析結果を
勘案して新たな行動計画を策定又は変更

■計画の仕組みを見直し、数値目標（育児休業の取得状況、労働時間の状況）の設定を義務付け
※男性の育児休業等取得率、フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間

常時雇用労働者100人超 ：義務
常時雇用労働者100人以下：努力義務

■育児休業取得率の基準を引上げ
■時間外労働の基準の引上げ（育児世代に注目した基
準も追加）
■男性の育児休業取得期間の延伸のための基準を追加

認定基準（省令事項）の見直し

※こども家庭庁等が所管②国・地方公共団体の機関（特定事業主）

次世代育成支援対策推進法 令和７年３月末までの時限立法（平成17年４月から10年間の時限立法。その後10年間延長。）

令和17年３月末まで10年間延長

見直し内容

行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、例えば以下のような内容を示す（指針）

・両立支援制度利用時の業務の分担や業務の代替要員確保に関する企業の方針

・育休後に復帰するポジションに関する納得感の向上に向けた取組に関すること

・育児休業取得者や短時間勤務制度利用者、その周囲の労働者に対するマネジメントや評価に関すること

・育児に必要な時間帯や勤務地に対する配慮に関すること

・育児中の労働者や育休中の労働者の業務を代替する労働者の心身の健康への配慮(勤務間インターバルの確保に関することを含む) 等

：見直し

：現行の措置義務

改正の趣旨

事業主

市町村・都道府県

300人超の事業主に拡大

■男性の育児休業取得率の公表義務（育児・介護休業法）

常時雇用労働者1,000人超：義務
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（３）介護離職防止のための仕事と介護の
両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】

２．改正の内容



（３）介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

◼ 仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向
確認により効果的な周知が図られるとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことが必要である。

見直し内容

常時介護を必要とする状態 介護終了

所定外労働の免除(残業免除)

時間外労働の制限（残業制限）・深夜業の制限

選択的措置義務

介護休業① 介護休業③介護休業②介護休業

選択的
措置義務

所定外労働
の免除

介護休暇

時間外労働・
深夜業の制限

(3時間）(1日） (5時間） (1日） (1日）

介
護
休
暇

要介護状態にある対象家族について、介護の体制を構築(※)して

働きながら対応できるようにするために一定期間休業するもの。

※介護サービスの手続き等も含まれる

対象家族１人につき、通算93日、３回まで分割可能。

事業主は利用開始から３年以上の期間内で２回以上、短時間勤務・

フレックスタイム・時差出勤・費用助成*のいずれかを利用できる

措置を講ずる義務（*費用助成は１回(一括払い)にすることが可能）。

介護終了まで何回でも請求可能。

要介護状態にある対象家族の介護・世話（※）をするための休暇。

※通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ等

介護終了まで年間５日（対象家族が２人以上の場合は10日）、

時間単位で取得可能。

時間外労働の制限…１か月24時間、１年150時間を超える時間外

労働を制限する制度

深夜業・・・午後10時～午前5時までの就業

介護終了まで何回でも請求可能。

介
護
休
暇

介
護
休
暇

介
護
休
暇

介
護
休
暇

 ■事業主に以下の措置義務。
 ・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
 ・介護に直面する前の早い段階（40歳等）の両立支援制度等に関する情報提供 ※併せて介護保険制度についての周知も望ましい（指針）

 ・研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

※介護休業制度の目的（介護の体制を構築するために一定期間休業するもの）の理解促進を図る観点から、事業主による個別周知等を行う際には、
その制度目的を踏まえることが望ましい（指針）。

 ■介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務。

 ■介護休暇の勤続６か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは廃止する。

：見直し：現行の権利・措置義務

改正の趣旨
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（３）① 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

義務
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は、介護休業及び介護両立支援
制度等に関する以下の事項の周知と制度利用の意向確認を行わなければなりません。

留意
「意向確認」の措置とは、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを
行えばよいものです。

※ 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの措置を行えばよいことを意味しています。

○個別周知と意向確認は、介護休業申出や介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにする
ことが目的であり、取得や利用を控えさせるような形（※）で行ってはいけません。

 ※  取得の申出をしないように威圧する、申し出た場合に不利益をほのめかす、取得の前例がないことを
ことさらに強調するなど

対 象 者 介護に直面した旨の申出をした労働者

周 知 事 項

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（※）（制度の内容）

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）

③ 介護休業給付に関すること

※ 介護両立支援制度等

ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、

ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置

個 別 周 知 ・

意向確認の方法
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

施行日：令和７年４月１日
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（３）②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

義務
事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止
するため、介護に直面する前の早い段階（４０歳等）に介護休業及び介護両立支援制度等
に関する情報提供を行わなければなりません。

早期の情報提供を行う際には介護保険制度についても併せて知らせることが望ましい。

望ましい
介護休業及び介護両立支援制度等について労働者の理解と関心を深めるための情報提供
を行うに当たっては、各種制度の趣旨・目的を踏まえることが望ましい。
①介護休業制度は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの
②介護休暇制度は、介護保険の手続や要介護状態にある家族の通院の付き添いなど、
日常的な介護のニーズにスポット的に対応するためのもの

③所定労働時間の短縮措置等その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する
制度は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するためのもの

対象者

（情報提供期間）
① 労働者が40歳に達する日（誕生日の前日）の属する年度（１年間）

② 労働者が40歳に達した日の翌日（誕生日）から１年間

情報提供事項

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等

② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先

③ 介護休業給付に関すること

※ 併せて介護保険制度について周知することが望ましい。

情報提供の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

施行日：令和７年４月１日

注：①はオンライン面談も可能。

※ 次ページ参照
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（参考）40歳になられた方向けの介護保険制度リーフレット
～ 2枚版（本資料）のほか、4枚版があるので、適宜、活用ください。 ～

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
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（３）③ 介護休業及び介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・ 少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にするなど

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
・ 相談窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することなど

③自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供
・ 取得事例を収集し、これらを掲載した書類の配布やイントラネットへ掲載する

ことなど

④自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知
・ 介護休業・介護両立支援制度等の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを

事業所内やイントラネットに掲示することなど

義務
介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

望ましい 可能な限り、複数の措置を行うことが望ましい。

施行日：令和７年４月１日



３．関連資料、企業への支援
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くるみん認定

☆くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策
定・届出した事業主のうち、計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満
たした場合受けることができます（一般事業主行動計画の届出や認定申請は労働
局へ）。
☆認定を受けた企業は、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が定める
認定マーク「くるみん」、「プラチナくるみん」などを広告やウェブサイトなど
に使用することができます。

☆自社の求人や募集要項、商品、広告などに認定マークを使用し、「子育てサ
ポート企業」として企業イメージを向上させ、人材確保につながります。
☆くるみん助成金（300人以下の企業）が受けられます（令和9年3月末まで）
☆日本政策金融公庫から低利融資が受けられます。
☆公共調達で加点評価の対象となります。

認定を受けると

くるみん助成金
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くるみん認定申請

○くるみん認定、トライくるみん認定
一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、その行動計画
に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合に申請により
認定。

○プラチナくるみん認定

くるみん認定、トライくるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を

行った企業が一定の要件を満たした場合に申請により認定。

○くるみんプラス認定
不妊治療と仕事の両立に取り組
む企業で一定の要件を満たした
場合、くるみん認定等にプラス
して認定

くるみん認定・プラチナくるみん認定についてはこちら
（厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/
shokuba_kosodate/kurumin/index.html）

お問い合わせは、三重労働局雇用環境・均等室 TEL０５９（２２６）２３１８

受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

★認定申請にあたり事前のご相談も可能です★



■介護離職の防止に向けた労働者・事業主向け広報資料

労働者や事業主等を対象に、介護に直面した際の

相談窓口や介護保険サービス、介護休業制度等の

利用までの流れを解説しています。

 ⑥ https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgWl_4CcbI4ivhhl-fIIVFi

■仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン

仕事と介護の両立支援を、企業経営者が先導して

取り組む必要がある背景や進め方のポイントなどを

まとめています。

⑦ https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html

■男性の育児休業取得促進事業（共育（トモイク）プロジェクト）

職場も家庭も、誰かひとりが負担を抱え込む「ワンオペ」から脱却し、みんなで「共に育てる」に取り組める世の中を目指しを

促進するため、好事例の周知・啓発、経営層・管理職向けのセミナーを行っています。

④ https://tomoiku.mhlw.go.jp/

関連資料などのご案内

■改正育児・介護休業法及び次世代法に関する資料
厚生労働省の以下のページに関係条文等最新情報を順次掲載しています。

① 育児・介護休業法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

② 次世代育成支援対策推進法について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

①

■両立支援等助成金について

働きながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支

給しています。③https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

③ ④

■中小企業育児・介護休業等推進支援事業

中小企業で働く労働者の育児休業取得・円滑な職場復帰支援のための「育休復帰支援プラン」や、介護離職防止の

ための「介護支援プラン」の策定等に係る労務管理の専門家による個別支援やセミナーの開催等を行っています。

⑤ https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/

②

109

⑦⑥

⑤

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgWl_4CcbI4ivhhl-fIIVFi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgWl_4CcbI4ivhhl-fIIVFi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgWl_4CcbI4ivhhl-fIIVFi
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo_guideline.html
https://tomoiku.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/
https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/
https://ikuji-kaigo.mhlw.go.jp/


中小企業育児・介護休業等推進支援事業①

◆ 中小企業で働く労働者の育児休業の取得及び育児休業後の円滑な職場復帰による継続就労を支援するため、
 中小企業及び中小企業で働く労働者の状況に応じた「育休復帰支援プラン」策定・利用を支援 
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中小企業育児・介護休業等推進支援事業②
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◆ 中小企業で働く労働者の介護離職防止のための取組を支援するため、
 中小企業及び中小企業で働く労働者の状況に応じた「介護支援プラン」策定・利用を支援 



仕事と介護の両立支援制度等につい
て、動画等によりわかりやすく解説

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bu
nya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/k
aigo/index.html

■介護休業制度特設サイト

仕事と育児の両立支援制度等につい
て、動画等によりわかりやすく解説

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bu
nya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/i
kuji/

■育児休業制度特設サイト
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育児・介護休業制度特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/


＜トップページ＞

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html

企業の行動計画や
両立支援の取組の

検索が可能

企業の好事例も
検索が可能

両立支援のひろば

＜公表画面イメージ＞

A社

製造業

1,000人

公表前事業年度：2022年1月１日～2022年12月31日
育児休業等をした男性労働者数の割合：50％

公表前事業年度：2022年1月１日～2022年12月31日
育児休業等をした女性労働者数の割合：90％

１．計画期間 20XX年X月X日～20XX年X月X日までの 5 年間
２．目標と取組内容

目標① 男女とも更に柔軟な働き方ができる環境を整備する。
＜対策＞

   X年X月～ 両立支援ガイドブックの配布
X年X月～ フレックスタイム制、テレワークの利用促進のための

環境整備
   X年X月～ 管理職に対するマネジメント研修の実施

目標② 年次有給休暇の取得○日以上、取得率を○％以上とする。
＜対策＞
X年X月～ 全社員の取得状況の集約、分析
X年X月～ 年休取得計画を作成し、管理職からの声掛けを実施

仕事と育児の両立がしやすい制度として、
育児のための時差出勤制度を小学校▲年生まで導入しています。
ベビーシッター利用代金の半額を補助しています。

企業名

認定

業種

企業規模

男性の育児休業取得率等

女性の育児休業取得率

一般事業主行動計画の
内容

我が社の両立支援の取組
（現在実施中又は実施して
いた取組・実績、育児休業
平均取得期間など）

例えば、「育児のための短時間勤務や所定外労働の免除、子の看護休暇等に
ついて、法定を上回る期間（子が小学校〇年生の年度末まで、心身に障がい
を持つ子の場合、小学校□年生の年度末まで）で取得可能。」といった記載
をしている企業もあり。

• 厚生労働省の運営する｢両立支援のひろば｣において、次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画の内容
や、学生・求職者等にアピールできる企業の両立支援の取組を公表することができます。
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	スライド 11: １-(２)財務諸表等電子開示システムの運用について  ア　令和８年度のスケジュール ・例年同様、以下のとおり、財務諸表等電子開示システムにより、現況報告書及び計算書類等を提出してください。  
	スライド 12: １-(２)財務諸表等電子開示システムの運用について  イ　現況報告書記載要領について ・例年、財務諸表等電子開示システムで入力していただく現況報告書を確認する中で、不適切な法人運営や記入誤り等が散見されるため、記入のポイント等について解説します。 ・現況報告書の様式及び記載要領（https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001030786.pdf）とあわせてご確認ください。 ・今年度提出いただく現況報告書は、「令和８年４月１日時点」の内容であることに
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	スライド 28: ２ 令和８年度社会福祉法人等指導監査について (１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針  ・ここでは、三重県福祉監査課が実施する社会福祉法人等指導監査についてご説明します。 ・市所轄法人の「法人監査」については、各市からの指導等に従って、ご対応ください。 ・三重県が実施する監査では、外部の専門職（税理士・社会保険労務士）との同行監査を進めます。 
	スライド 29: ２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針  ア　指導監査実施方針（重点項目）について ・法人運営関係 ・施設整備関係 ・施設等運営関係 　…計算書類及び財産目録に計上している資産は実在しているか。   …資産の運用は、資金運用規程等に基づき適切に行われているか。 ・施設利用者等の処遇   …給食については、施設利用者の特性に応じた内容となっているか。 ・安全対策 　…事業継続続計画（ＢＣＰ）を策定等しているか。 　…計画の職員への周知、計画に基づいた訓練等を実施しているか。 　 
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	スライド 31: ２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針  ウ　三重県の社会福祉施設指導監査における取組について ・ＩＣＴ（オンライン）による手法の利用 …実地によらない監査について、Ｚｏｏｍによる聴き取りによる指導監査を一部実施予定
	スライド 32: ２-(１)-２　その他 ア　介護保険法及び障害者総合支援法に基 　づく集団指導及び運営指導について ・集団指導 　…令和８年５月以降に動画を三重県ホームページに掲載 　　する予定です。 ・運営指導 　…該当事業者には、実施日の概ね１か月前までに 　　ご連絡します。 ※実施にあたってはメールか郵送で随時お知らせいたしますが、三重県福祉監査課のホームページに、実施方針や要綱等を掲載しておりますので、適宜ご確認ください。
	スライド 33: ２—(２)社会福祉法人指導監査における指摘事項について
	スライド 34: ２—(２)社会福祉法人指導監査における指摘事項について  ・ここでは、三重県及び各市が実施した社会福祉法人指導監査における指摘事項のうち、特にお伝えしたい指摘事項の事例とその留意点をご説明します。
	スライド 35: 【法人運営に関して頻出する指摘事項】  ①評議員会招集にあたり、日時、場所及び議案の概要等が理事会の決議により定められていないため、是正すること。 ②評議員会の招集通知について、開催日まで１週間（中７日間）が空いていない事例が確認されたため、是正すること。  （根拠法令等：社会福祉法第45条の９第10項により準用される一般法人法第181条、第182条、法第45条の29、規則第２条の12／「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平成29年４月27日付け雇児発0427第７号・社援発0
	スライド 36: ＜留意事項＞  ①評議員会の招集については、理事会の決議により以下の事項を定めなければならない。 　ア評議員会の日時及び場所 　　例：日時 〇年〇月〇日（〇）〇：〇～〇：〇、場所 〇〇法人本部 　イ評議員会の目的である事項がある場合は当該事項 　　例：報告事項 〇年度事業報告、決議事項 〇年度計算書類等の承認の件… 　ウ評議員会の目的である事項にかかる議案の概要 　　例：第１号議案 別添決算報告書のとおり  ②評議員会の招集については、理事が評議員会の１週間（中７日間）又は定款においてこ
	スライド 37: 【法人運営に関して頻出する指摘事項】  ③理事長（及び業務執行理事）は自己の職務の執行状況を定期的に理事会において報告しなければならないが、必要な回数の報告がされていないため、今後は適切に職務執行状況報告を行うこと。  （根拠法令等：社会福祉法第45条の16第３項／「指導監査ガイドライン」のⅠ「法人運営」の６（１）４）
	スライド 38: ＜留意事項＞  ③理事長及び業務執行理事は、理事会において、３か月に１回以上職務の執行状況についての報告をする。また、この報告は、実際に開催された理事会（決議の省略によらない理事会）において行わなければならない。なお、この報告の回数は定款の相対的記載事項であり、毎会計年度に４か月を超える間隔で２回以上とすることができる（法第45条の16第３項）。
	スライド 39: 【法人運営に関して頻出する指摘事項】  ④登記しなければならない事項について期限までに登記がなされていないため、期限内に登記すること。  （根拠法令等：社会福祉法第29条、組合等登記令／「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の４（４）３）
	スライド 40: ＜留意事項＞  ④登記事項の変更がある場合は、政令に定めるところ（注１、注２）により、変更の登記をしなければならない（法第29条第１項）。  （注１）政令に定める登記事項（組合等登記令第２条及び別表）は次のとおり。ア目的及び業務、イ名称、ウ事務所の所在場所 、エ代表権を有する者の氏名・住所及び資格、オ存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由、カ資産の総額  （注２）変更登記の期限（組合等登記令第３条） ・資産の総額以外の登記事項の変更については、変更が生じたときから２週間以
	スライド 41: 【会計経理に関して頻出する指摘事項】  ⑤法人が定めた経理規程に従い、会計処理を行うこと。  （根拠法令等：「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成28年３月31日付け雇児発0331第７号・社援発0331第２号・障障発第0331第２号・老発0331第４号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長等連名通知）（以下、「留意事項通知」という。）１の（４） ／「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の３（２）１ ）
	スライド 42: ＜留意事項＞ ⑤経理規程は、法令等及び定款に定めるものの他、法人が会計処理を行うために必要な事項について定めるものであり、法人における会計面の業務執行に関する基本的な取扱いを定めるものとして、法人の定款において、経理規程を定める旨及びその策定に関する手続等について定めておくべきものである。 ※実情と規程に乖離が生じている場合は、規程の見直しを図ること。規程の見直しを行う際には、法令及び定款との整合性も取るよう留意すること。 （参考） ・「小規模社会福祉法人向け経理規程例」（厚生労働省令和
	スライド 43: 【会計経理に関して頻出する指摘事項】  ⑥計算書類の注記について、注記すべき事項が正しく記載されていないため、修正すること。  ⑦計算書類の注記事項について、計算書類の金額と一致していないので、適正に記載すること。  （根拠法令等：社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）（以下、「会計省令」という。）第29 条、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号厚生労働証雇用均等・児童家庭局長等連名通
	スライド 44: ＜留意事項＞  ⑥計算書類においては、その内容を補足するために、法人全体及び拠点区分ごとに注記事項が定められている。なお、拠点区分が１つの法人は、法人全体と同一の内容となるため、拠点区分に関する注記は省略できることとされている。また、注記事項に該当がない場合には、事項によって、記載自体を省略できるものと、「該当なし」と記載するものがあるため、留意する必要がある。  ⑦注記事項のうち下記については、計算書類における金額の補足であるため、計算書類の金額と一致していなければならない。 　ア 基
	スライド 45: 【会計経理に関して頻出する指摘事項】  ⑧固定資産管理責任者は、毎会計年度末現在における実地棚卸を行ったうえで、固定資産管理台帳と照合し、その結果を（統括会計責任者及び）理事長に報告すること。 （根拠法令等：会計省令第２条第１号・第４条第２号／ 「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の３（３）３）
	スライド 46: ＜留意事項＞  ⑧取得した有形固定資産及び無形固定資産は、減価償却計算や国庫補助金等特別積立金の計算を行う必要があるため、会計処理を行うだけでなく、固定資産管理台帳へ登録を行う。年度末において、固定資産管理台帳に記載されている各資産が実際に存在すること、使用されていること等について棚卸を行い、会計帳簿に結果を反映させること。
	スライド 47: 【会計経理に関して頻出する指摘事項】  ⑨作成が必要な附属明細書が作成されていないため、適正に作成・記載すること。 ⑩計算書類と附属明細書の不整合等により正確な記載が行われていないことから、計算書類に一致するよう、適正に作成・記載すること。  （根拠法令等：会計省令第30条、「運用上の取扱い通知」25、別紙３（①）から別紙３（⑲）まで／ 「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の３（５）２） 
	スライド 48: ＜留意事項＞  ⑨法人が作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書の様式は、「運用上の取扱い通知」において定められている（別紙３（①）から別紙３（⑲）まで）。ただし、該当する事由がない場合は、当該附属明細書の作成は省略可能である。 ⑩附属明細書は計算書類の内容を補足する重要な事項を表示するものであり、計算書類における金額と一致していなければならない。
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